
 

                               

 
 

2014年 4月 11日 

ノエビアは、経済産業省・特許庁の平成26年度「知財功労賞」において、知的財産権制度活用 

優良企業として、経済産業大臣表彰を受賞しました。当社の知的財産活動の中でも、商標を効果的に 

活用し、品質に裏付けられたブランド価値を創造してきたことが高く評価されたものです。表彰式は、2014
年4月18日「発明の日」に、東海大学交友会館（東京都千代田区霞ヶ関）にて開催されます。 

 

【受賞の理由】 

■ 世界を見据えて、ラテン語を基調とした商標「NOEVIR/ノエビア」を、会社名とブランド名の双方で使用。

世界66か国で商標登録。高級化粧品ノエビアブランドを中心に、商標のみで品質を識別できるブランド
戦略を展開。 

 

■ 知的財産部門と品質保証部門の組織を一体運営。商標＝商品の品質を担保することを意識した商標

登録と、独自の特許技術と品質保証を融合させて差別化した高品質ブランドを構築。 

商標による品質表示機能を具現化するなど知的財産権と事業を一体化させた経営戦略。 

 

■ 東アジアにおける模倣品対策の強化をはじめ、「ノエビアスタジアム神戸」の命名権獲得などブランド 

イメージを広く普及・浸透させる取組みにより、「ノエビア」のブランド価値を向上。 

 

【知財功労賞とは】 

経済産業省・特許庁が、知的財産権制度の普及促進および発展に貢献のあった個人および企業を表彰

するものです。個人を対象とした「知的財産権制度関係功労賞表彰」、企業を対象とした「知的財産権

制度活用優良企業等表彰」を合わせて、「知財功労賞」と総称しています。 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基礎化粧品 『ノエビア 505薬用シリーズ』           メイクアップ商品 『ノエビア 5シリーズ』 
 

 

 

平成 26年度 「知財功労賞」経済産業大臣表彰を受賞 

 

＜お問い合わせ＞ 
TEL 03-5568-0349  FAX 03-5568-0441 東京都中央区銀座 7-6-15   

(株)ノエビア 広報・宣伝部 後藤・森山 


